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埼玉県 県土整備部 建設管理課

令和６年度
総合評価方式ガイドライン（工事）

について

埼玉県彩の国埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

令和６年度総合評価方式ガイドラインの工事に関する説明動画になります。
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説明の内容

埼玉県彩の国埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

１ これまでの埼玉県総合評価方式の仕組み・実施状況

１－１ 総合評価ガイドラインについて

１－２ 埼玉県総合評価方式の仕組み

１－３ 埼玉県総合評価方式の実施状況

２ 令和６年度総合評価方式ガイドライン改定について

２－１ 埼玉県総合評価方式活用ガイドラインの改定

この動画では、まず、これまでの総合評価方式の仕組み・実施状況を説明したのち、

令和６年７月から適用となる埼玉県総合評価方式ガイドラインの改定内容について、
説明いたします。
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１ これまでの埼玉県総合評価方式の
仕組み・実施状況

１－１ 総合評価ガイドラインについて

１－２ 埼玉県総合評価方式の仕組み

１－３ 埼玉県総合評価方式の実施状況

埼玉県彩の国埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

まず初めに、１ これまでの埼玉県総合評価方式の仕組み・実施状況、

１－１総合評価ガイドラインについて説明いたします。
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１－１ 総合評価ガイドラインについて

令和６年７月１日以降に公告する案件に適用

【工事】

埼玉県総合評価方式活用ガイドライン Ver.19

埼玉県彩の国埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

【工事】

埼玉県総合評価方式活用ガイドライン Ver.18

総合評価方式活用ガイドライン

埼玉県が施工する総合評価方式における落札者決定基準などを定めたもの。

総合評価方式活用ガイドラインは

埼玉県が総合評価方式で入札を行う場合の落札者決定基準などを定めたものです。

工事についての最新のガイドラインは、令和６年７月１日以降に公告する案件に適用すること

として、

埼玉県総合評価方式活用ガイドラインver19に改定されております。

なお、最新のガイドラインは建設管理課のホームページに掲載しておりますので御活用くださ

い。
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１ これまでの埼玉県総合評価方式の
仕組み・実施状況

１－１ 総合評価ガイドラインについて

１－２ 埼玉県総合評価方式の仕組み

１－３ 埼玉県総合評価方式の実施状況

埼玉県彩の国埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

次に１－２ 埼玉県総合評価方式の仕組み、について説明いたします。
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１－２ 総合評価方式の仕組み（タイプ）

簡易型（課題等を設定せずに主に実績を評価するタイプ）

技術提案型（課題等を設定し評価するタイプ）

・施工管理の適切性
・発注者が指定する課題

・技術提案（数値提案）
・実現するための方法

=

=

必須評価項目

必須評価項目

選択評価項目

選択評価項目

技術提案型Ａ

技術提案型Ｂ +

+

+

+

埼玉県彩の国埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

=パッケージ型 工事の性格や目的に応じて
パッケージ化した評価項目

評価項目選択型 = 必須評価項目 選択評価項目+

特定課題パッケージ

標準パッケージ

本県での総合評価方式のタイプを示しております。

本県の総合評価のタイプは、大きく分けて技術提案型と簡易型の２タイプに分かれます。

技術提案型とは工事目的物の性能及び機能向上に対し、入札参加者に施工管理の工夫を

求める工事に適用する型となります。

技術提案型にはAタイプ、Bタイプがあります。

Aタイプは、コンクリートなどの品質向上や安全の確保など工夫の優劣を数値で比較できない

、または困難である定性的な工事に適用します。

Bタイプは、騒音の大きさや交通規制の日数など、工夫の優劣を数値で比較できる定量的な

工事に適用します。

次に簡易型の説明をします。

簡易型は、技術的な工夫の余地が少ない工事において、施工管理の評価を要件とせず、工

事成績や類似工事の施工実績など、主に過去の実績を重視するタイプになります。

簡易型には、評価項目選択型とパッケージ型があります。

評価項目選択型は、必須評価項目と工事の性質に応じて、選択評価項目から必要な評価項

目を選択できるものです。

パッケージ型は、工事の性格や目的に応じて、評価項目をパッケージ化したものになります。
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埼玉県彩の国埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

１－２ 総合評価方式の仕組み（パッケージ型）

簡易型（課題等を設定せずに主に実績を評価するタイプ）

=パッケージ型 工事の性格や目的に応じて
パッケージ化した評価項目

技術提案型（課題等を設定し評価するタイプ）

・施工管理の適切性
・発注者が指定する課題

・技術提案（数値提案）
・実現するための方法

=

=

必須評価項目

必須評価項目

選択評価項目

選択評価項目

技術提案型Ａ

技術提案型Ｂ +

+

+

+

評価項目選択型 = 必須評価項目 選択評価項目+

特定課題パッケージ

標準パッケージ

続きまして、パッケージ型について説明します。

パッケージ型には、標準パッケージと試行中の特定課題パッケージがあります。

標準パッケージは、工事規模に応じて、施工実績や地域精通度のほか、技術能力や社会貢

献等を考慮し、あらかじめ複数の標準的な評価項目をパッケージ化したものになります。

令和５年度までは土木Ⅰ型、土木Ⅱ型、建築型、設備型の４つでしたが、令和６年７月からは

土木型、建築型、設備型の３つの型になります。

特定課題パッケージは、県が取り組む政策的な課題に対応する評価項目をあらかじめ重点

的に配点してパッケージ化したものです。
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１－２ 総合評価方式の仕組み（特定課題対策パッケージ）

③実績重視型

・工事の施工実績を特に重視して評価

品質確保型

・出来形管理基準の厳格化で評価

H28 平成３０年度

埼玉県彩の国埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

若手育成型

・若手技術者の配置を評価

（35歳未満）

・多様な働き方実践企業を評価

令和3年度 令和4年度

地域担手型

・重機保有状況を評価

・多様な働き方実践企業を評価

・災害防止活動の実績を重点評価

・企業の地域精通度を重点評価

・企業の社会的貢献度を重点評価

若手育成型

・若手技術者の配置を評価

（35歳未満）

・多様な働き方実践企業を評価

・４週８休の工程管理を評価

令和６年度

①若手育成型

・若手技術者の配置を評価

（35歳未満）

・多様な働き方実践企業を評価

②地域担手型

・重機保有状況を評価

・多様な働き方実践企業を評価

・災害防止活動の実績を重点評価

・企業の地域精通度を重点評価

・企業の社会的貢献度を重点評価

令
和
元
年
6
月
品
確

法
改
正

廃止

廃止

施策チャレンジ型

・ＩＣＴ活用工事の取組みを評価

特定課題対策パッケージの種類と変遷です。

平成２８年度から試行しており、令和６年度は三つのパッケージを設定します。

若手育成型は、若手技術者の配置、多様な働き方実践企業を、

地域担手型は、重機保有、災害防止活動の実績、地域精通度などを重点的に評価し

ております。

実績重視型は、舗装工事など施工実績を特に重視する工事に適用するものです。
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１ これまでの埼玉県総合評価方式の
仕組み・実施状況

１－１ 総合評価ガイドラインについて

１－２ 埼玉県総合評価方式の仕組み

１－３ 埼玉県総合評価方式の実施状況

埼玉県彩の国埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

次に１－３ 埼玉県総合評価方式の実施状況について説明いたします。
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１－３ 総合評価方式の実施状況（全部局）

埼玉県彩の国埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

（速報値）

件
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1,840 
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H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5
(R6.3)

1千万円以上の工事件数

1千万円以上のうち総合評価実施件数

総合評価の実施割合

年度

埼玉県では、原則、１０００万円以上の工事から総合評価を実施する方針としておりま

す。

グラフにありますように、毎年、総合評価の実施件数は、３００件前後で推移しており、

１０００万円以上の工事件数に対し約２割を占めております。今年度も同程度の実施件

数を予定しております。
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１－３ 総合評価方式の実施状況（タイプ別）

埼玉県彩の国埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

総合評価方式の件数（全部局）
（速報値）

240
197

24 11 0 0 0 0 0 0 0

2

38

225
234

287 297 312 317
297 311

349
318
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26
19

44
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2

1 0
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2
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400

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5(R6.3)

簡易型(発注者採点) 簡易型(自己採点) 技術提案型Ａ 技術提案型Ｂ

件数

実施方式 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5(R6.3)

簡易型(発注者採点) 240 197 24 11 0 0 0 0 0 0 0 0

簡易型(自己採点) 2 38 225 234 287 297 312 317 297 311 349 318

技術提案型Ａ 79 26 19 44 44 34 31 21 17 24 18 14

技術提案型Ｂ 1 1 2 2 2 1 0 0 2

合計 321 261 268 290 332 333 345 340 315 335 367 334

次にタイプ別の実施件数になります。

平成２５年以降、徐々に簡易型の件数が多くなり、近年は約９割が簡易型となっており
ます。
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１－３ 総合評価方式の実施状況（標準パッケージ）

埼玉県彩の国埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

年度

タイプ
R元 R2 R3 R4

R6
（R6.3月末速報値）

土木Ⅰ型 66件 44件 51件 33件 26件

土木Ⅱ型 102件 83件 75件 61件 34件

土木Ⅲ型 6件 3件 3件 － －

建築型 8件 10件 9件 5件 6件

設備型 30件 21件 9件 13件 10件

合計 212件 161件 147件 112件 76件

標準パッケージ（工事）の実施件数

標準パッケージの実施状況になります。

平成２８年度に建設業界がかかえる課題を評価項目とした特定課題対策パッケージが
試行されたことで、

土木Ⅰ型、Ⅱ型の件数は減少傾向にあります。

建築型、設備型については、施設や設備の更新時期等によりバラつきがあるものの、
１０件程度の実施件数で推移しています。
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年度
パッケージの型

試行件数

H30 R1 R2 R3 R4
R5

（R6.3月末速報値）

若手育成型 5件 9件 9件 7件 2件 7件

地域担手型 48件 51件 67件 92件 85件 116件

実績重視型
※（R4～）

－ － － － 71件 47件

施策チャレンジ型
※品質確保型（～R3）

6件 3件 2件 1件 4件 2件

合計 59件 63件 78件 100件 162件 172件

１－３ 総合評価方式の実施状況（特定課題対策パッケージ）

埼玉県彩の国埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

特定課題対策パッケージ（工事）の試行件数

特定課題対策パッケージの実施状況になります。

平成３０年度以降、特定課題対策パッケージの実施件数は増加しております。

内訳としては、地域担手型、実績重視型の件数が多く、若手育成型、施策チャレンジ
型の件数が少ない状況です。
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２ 令和６年度総合評価方式ガイドライン
改定について

２－１ 埼玉県総合評価方式活用ガイドラインの改定

埼玉県彩の国埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

続きまして、２ 令和６年度総合評価方式ガイドライン改定について

２－１ 埼玉県総合評価方式活用ガイドラインの改定、を御説明します。



【改定の方針】
○ 制度が繁雑とならないよう、タイプの統廃合を行う
○ 運用上の課題、社会的要請を反映し、評価項目等の見直しを行う

２－１ 埼玉県総合評価方式活用ガイドラインの改定（改定方針）

Page 15

埼玉県彩の国埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

【タイプの統廃合】
土木Ⅰ型と土木Ⅱ型を統合
施策チャレンジ型の廃止

【運用上の課題、社会的要請を踏まえた見直し】
災害防止活動等の実績
企業倫理や信頼性等
若手技術者の配置
建設キャリアアップシステム（CCUS）の実施
手持ち工事量

まず初めに、改定方針について御説明します。

令和６年度の改定方針としては、

制度が繁雑とならないよう、タイプの統廃合を行いました。

また、運用上の課題、社会的要請を反映し、評価項目等の見直しを行いました。

改定方針に基づき、

「タイプの統廃合」として、土木Ⅰ型と土木Ⅱ型の統合、施策チャレンジ型の廃止を、

「運用上の課題、社会的要請を踏まえた見直し」として、

災害防止活動等の実績、企業倫理や信頼性等、若手技術者の配置、建設キャリアア
ップシステム（CCUS）の実施

手持ち工事量、について変更を行いました。
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型
評価項目

配
点

技術提案型 簡易型

種
別

A

タ
イ
プ

Ｂ
タ
イ
プ

評
価
項
目

選
択
型

パッケージ型

標準パッケージ 特定課題パッケージ

大項目 小項目 土木

Ⅰ型

土木

Ⅱ型

土木

型
建築型 設備型

若手

育成型

地域

担手型
実績重視型

施策チャレ

ンジ型

※１ 点 点 点 点

必
須
評
価
項
目

ア 企業の技術能力
（ア） 工事成績評定 2 ◎ ◎ ◎ － － － ◎ ◎ 2 ◎ 1 ◎ 2 ◎ － －

（イ） 施工実績 1 ※２ ※２ ※２ ◎ ◎ ◎ ※２ ※２ － － － － － － － －

イ
企業の社会的

貢献度

（ア） 災害防止活動等の協定 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1 ◎ 2 ◎ 2 ◎ 2 ◎

（イ） 災害防止活動等の実績 1
◎

※３

◎
※３

◎
※３

◎ ◎ ◎ － － 1 ◎ 2 ◎ 2 ◎ 2 ◎

ウ
配置予定技術者の技術

能力

（ア） 工事成績評定 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ － － － － － － － －

（イ） 施工経験 1 ※２ ※２ ※２ － － － ※２ ※２ － － － － － － － －

エ 定性的技術提案

（ア） 工程管理の適切性 5 ○ － － － － － － － － － －

（イ） 品質管理の適切性 5 ◎ ○ － － － － － － － － － －

（ウ） 安全管理の適切性 5 ※４ ○ － － － － － － － － － －

（エ） 発注者が指定した課題への対応の的確性 5 ○ － － － － － － － － － －

オ 定量的技術提案
（ア） 技術提案 6 － ◎ － － － － － － － － － －

（イ） 技術提案を実現するための方法 4 － ◎ － － － － － － － － － －

カ 企業倫理や信頼性等

（ア） 入札契約に関する不当な強要行為 -1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎

（イ） 過積載による法令違反 -1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎

（ウ） ディーゼル不適合車の使用による法令違反 -1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎

（エ） 不正軽油の使用による法令違反 -1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎

（オ） 死亡事故 -1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎

（ア） 入札契約に関する不当な強要行為等 -1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎

（イ）

（カ）
総合評価の不履行 -1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎

（ウ）

（キ）

カ（ア）及びカ（イ）カ（カ）に該当しない

入札参加停止措置
-1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎

（ク） 暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外 -1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎

２－１ 埼玉県総合評価方式活用ガイドラインの改定
改定内容①（土木型への統合と施策チャレンジ型の廃止）
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【標準パッケージ】 ※１ … 特定課題パッケージを除く配点

土木Ⅰ型 … 比較的大規模な土木工事（舗装工事等を含む）に適用 ※２ … （ア）（イ）どちらかを選択する
土木Ⅱ型 … 中小規模の土木工事（舗装工事等を含む）に適用 ※３ … 建築工事等においては、原則選択しない
土木型 … 土木工事全般（舗装工事等を含む）に適用 ※４ … エ（ア）～エ（エ）から１項目以上選択する
建築型、設備型 … 簡易型で実施する建築・設備工事に適用 ◎ … 必ず設定する評価項目

【特定課題パッケージ】 ○ … 選択できる評価項目
若手育成型 … 中長期的な担い手の確保を目的とするパッケージ － … 選択できない評価項目

地域担手型 … 地域の担い手となる建設業の健全な発展を目的とするパッケージ
実績重視型 … 評価項目を厳選し、施工実績等を重視したパッケージ
施策チャレンジ型… ＩＣＴ施工技術の活用により建設現場の生産性向上が期待される工事

統合

廃止

土木Ⅰ型とⅡ型を
土木型へ統合

施策チャレンジ型
の廃止

個々の改定内容の説明に入ります。

改定内容①（土木型への統合と施策チャレンジ型の廃止）になります。

土木Ⅰ型・土木Ⅱ型は、工事規模による選択としていますが、選択時の事務が繁雑で
あるため統合し、

土木工事全般に適用できる土木型を新設いたしました。

また、特定課題対策パッケージのうち、施策チャレンジ型を廃止しました。

施策チャレンジ型は、ICT活用工事について評価しておりましたが、

ICT活用工事の拡大を踏まえ、当初の目的は果たしたものと判断し廃止しました。

ただし、生産性向上に向けた取組として、ICT施工の評価項目は評価項目選択型にて
選択可能としております。
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型

評価項目

配
点

技術提案型 簡易型

種
別

Ａ
タ
イ
プ

Ｂ
タ
イ
プ

評
価
項
目

選
択
型

パッケージ型

標準パッケージ 特定課題パッケージ

大項目 小項目
土木

Ⅰ型

土木

Ⅱ型

土木

型
建築型 設備型

若手

育成型

地域

担手型
実績重視型

施策チャレ

ンジ型

※１ 点 点 点 点

選
択
評
価
項
目

キ 企業の技術能力

（ア） 難工事完了実績 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － － － － －

（イ） 新製品・新技術の活用 1 ○ ○ ○ ◎ － ○ － － － － － － － － 1 〇

（ウ） 優秀工事表彰 1.5 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ － － － － － － － －

（エ） ＩＳＯ9001の取得 1 ○ ○ ○ ◎ － ○ ◎ ◎ － － － － － － － －

（オ） 登録基幹技能者の配置 0.5 ○ ○ ○ ◎ － ○ － － － － － － － － － －

（カ） 労働災害防止対策 1 ○ ○ ○ － － － － － 1 ◎ － － － － 1 ◎

ク
配置予定技術者の技術

能力

（ア） 技術者の専門技術力（ヒアリング） 3 ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － － －

（イ） 当該工事の理解度・取組姿勢（ヒアリング） 3 ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － － －

（ウ） 技術者の対応能力（ヒアリング） 3 ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － － －

（エ） 保有する資格 1 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ － － － － － － － － － －

（オ） 優秀技術者表彰 1 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ － － － － － － － －

（カ） 継続教育（CPD）への取組 1 ○ ○ ○ ◎ － ○ － － － － － － － － 1 ◎

ケ 企業の地域精通度 （ア） 地理的条件 1 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ － ◎ 1 ◎ 3 ◎ 2 ◎ 1 ◎

コ
企業の社会的

貢献度

（ア）
企業の社会的貢献の実績（施設管理への協力活動・研

修）
1.5 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ － ◎ － － 2 ◎ － － 2 ◎

（イ） 除雪契約実績 1 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ － － － － － － － － － －

（ウ） 障害者雇用 1 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ － － － － － － － －

（エ） CO2削減対策 1 ○ ○ ○ ◎ － 〇 ◎ ◎ － － － － － － － －

（オ） 重機保有状況 － － － － － － － － － － － 2 ◎ － － － －

（カ） パートナーシップ構築宣言の公表 0.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0.5 ○ 0.5 ○ － － 0.5 ○

（キ） 埼玉県SDGsパートナーへの登録 0.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0.5 ○ 0.5 ○ － － 0.5 ○

サ
担い手確保・育成に関

する取組

（ア） インターンシップ等の受入れ実績 1 ○ ○ ○ ◎ － 〇 ◎ ◎ － － 1 ◎ － － － －

（イ） 多様な働き方実践企業の認定 1 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1 ◎ 1 ◎ － － － －

（ウ） 若手技術者の配置 － － － － － － － － － 4 ◎ － － － － － －

（エ） ４週８休を確保した工事実績 0.5 ○ ○ ○ － － － － － － － － － － － － －

（オ） CCUSを活用した工事の実施 1.0 〇 〇 〇 － － 〇 － － － － － － － － － －

シ 生産性の向上 （ア） ＩＣＴ活用工事の実施 2 － － 〇 － － ○ － － － － － － － － 3 ◎

ス その他

（ア） 県内下請の選定 1 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ － － 1 ◎ － － － －

（イ） 建設資材県産品の選定 1 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ － － － － － － － － － －

（ウ） 手持ち工事量 1 〇 〇 〇 － － 〇 － － － － － － 2 ◎ － －

必須評価項目の合計点数の最大値（選択評価項目を除く） － 26.0 16.0 6.0 21.5 16.0 1６.０ 13.5 16.0 11.0 15.0 10.0 12.0
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統合
廃止

土木Ⅰ型とⅡ型を
土木型へ統合

施策チャレンジ型
の廃止

２－１ 埼玉県総合評価方式活用ガイドラインの改定
改定内容①（土木型への統合と施策チャレンジ型の廃止）
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番号 災害防止活動等の要請機関 災害防止活動等の内容

共通 県機関等 地震、風水害、降雪、降灰に伴う災害防止活動※１

１-１

県土整備部

及び

都市整備部

県土整備部及び都市整備部の機関の要請により緊急時に行う以下の活動※2

① 落石・土砂崩れへの対応 ② 倒木への対応

③ 道路などの陥没における緊急対応 ④ 道路照明灯などの灯具落下、支柱の傾き・転倒への対応

⑤ 道路標識などの標識板の落下、支柱の傾き・転倒への対応 ⑥ 交通事故の後処理対応

⑦ 閉庁日及び夜間の緊急時対応 ⑧ 河川等における油流出事故、水質異常事故への対応

⑨ 河川管理施設の崩壊などの緊急対応

１-2 農林部

農林部の機関の要請により緊急時に行う以下の活動※３

① 落石・土砂崩れへの対応 ② 倒木への対応

③ 森林管理道の陥没における緊急対応 ④ 森林管理道の安全施設が破損した際の応急措置対応

⑤ 鳥インフルエンザ・豚熱・口蹄疫等家畜伝染病発生時における緊急対応

２ 企業局

企業局の機関の要請により緊急時に行う以下の活動※４

① 漏水事故における緊急対応 ② 送・配水管路における弁類故障、弁室破損等の緊急対応

③ 洪水時における取水口、浄水場への緊急対応 ④ 浄水場、河川における油流出事故、水質異常事故への緊急対応

⑤ 県営水道（工業用水道を含む）の土木・建築施設、設備事故への緊急対応

３ 下水道局

下水道局の機関の要請により緊急時に行う以下の活動※５

① 下水管渠（人孔を含む）における破損・漏水・溢水事故への緊急対応 ② 下水管渠（人孔を含む）に起因する道路破損への緊急対応

③ 流入・放流水質異常事故への緊急対応 ④ 下水道局の土木・建築施設、設備に係る事故への緊急対応

４ 国土交通省
①国土交通省との協定又は求めにより、当該発注課所管内（又は当該発注課所管外の埼玉県内）で行った災害防止活動※６、※７

②県内企業が国土交通省との協定又は求めにより、埼玉県外で行った災害防止活動等※６、※７

○災害防止活動等一覧

※１ 県機関等の求めにより行った活動であることが、活動を要請した機関が交付する「災害防止活動認定書」の写しにより確認できるものに限り、評価対象とする。

また、単価契約に基づく活動であっても、活動内容が災害防止活動であれば評価対象とする。
なお、降雪に伴う災害防止活動では、単価契約の再委託契約も評価対象とする。

※２ 農林部、県土整備部及び都市整備部の機関の要請により緊急時に行った活動（要請に基づく待機を含む）であることが、これらの機関が交付する「災害防止活動認定書」の写しにより確認できるものに限

り、評価 対象とする。
※３ 農林部の機関の要請により緊急時に行った活動であることが、農林部の機関が交付する「災害防止活動認定書」の写しにより確認できるものに限り、評価対象とする。

※４ 企業局の機関の要請により緊急時に行った活動であることが、企業局の機関が交付する「災害防止活動認定書」の写しにより確認できるものに限り、評価対象とする。

※５ 下水道局の機関の要請により緊急時に行った活動であることが、下水道局の機関が交付する「災害防止活動認定書」の写しにより確認できるものに限り、評価対象とする。

※６ 協定に基づく活動の場合、以下の全ての書類により確認できるものに限り、評価対象とする。
ア 国土交通省との協定書の写し

イ 協会等の団体に所属している証明書（所属協会等が地方整備局と協定を結んでいる場合）の写し

ウ 契約書等の写し
※７ 求めによる活動の場合、国土交通省の証明書等により評価する。

２－１ 埼玉県総合評価方式活用ガイドラインの改定
改定内容②（災害防止活動等の実績に関する記載追加）

改定内容②災害防止活動等の実績に関する記載追加になります。

災害防止活動等の実績についての変更点です。

鳥インフルエンザ・豚熱などの対応について、また、災害防止活動等での待機につい
ては、

これまでも評価をしておりましたが、位置付けを明確にするために記載いたしました。
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埼玉県彩の国埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

カ（ア）～（ウ）企業の倫理や信頼性等（減点項目）

※＊１ 評価項目とした事項に該当しているにもかかわらず、様式に該当がない旨記載されている場合や様式の添付がない場合には、「虚偽記載」と判断し、失格とする。
※＊２ 複数の評価項目に該当する場合は、重複評価し減点を合算する。
※＊３ 入札参加停止措置、入札参加除外措置は、措置を受けた日（期間の始まりの日）で判断する。

＊４ 入札契約に関する不当な強要行為等とは、次の（A）～（F）の行為のことを言う。

（A）入札契約に関する不当な強要行為
（B) 過積載による法令違反
（C) ディーゼル不適合車の使用による法令違反
（D) 不正軽油の使用による法令違反
（E) 死亡事故
（F) 暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外

＊５ 評価項目カ（ア）「入札契約に関する不当な強要行為等」については＊４の（A）～（F)の行為により、入札参加停止措置を受けた数に配点（-1.0点）を乗じた点数の合計を減点する。
（最大：-6.0点）（（A)～（F)の行為のうち、同一の行為により複数回の入札参加停止措置を受けた場合の措 置については、重複評価せず減点を合算しない）

＊６ 評価項目カ（イ）「総合評価の不履行」については、受注者が提出した技術資料において、当該工事で履行するとした事項のうち、複数の不履行が生じた場合は重複評価し減点を合算
する。ただし、同一事項の不履行が複数回生じた場合の措置については、重複評価せず減点を合算しない。

なお、技術者の配置に関する事項の不履行については、不履行が複数回生じた場合でも、重複評価せず、減点の大きいもののみを採用し、減点する。
＊７ 真にやむを得ない理由とは、ガイドラインP26「配置技術者の途中交代について」を参照
＊８ 評価項目カ（ウ）の「カ（ア）、カ（イ）に該当しない入札参加停止措置」については、当該評価項目に該当する事項が複数回生じた場合の措置は、重複評価せず減点を合算しない。

評価項目 評価基準 配点

（ア）入札契約に関する不当な強要行為等＊１、＊２、＊3、＊４、

＊５

過去１年度間及び今年度（公告日までの期間）に「埼玉県の契約に係る入札参加停

止等の措置要綱」に基づく入札参加停止措置を受けた。＊4

-1.0

上記に該当しない 0

（イ）総合評価の不履行＊１、＊２、＊５、＊６、＊７
過去２１年度間及び今年度（公告日までの期間）のに県が総合評価方式によるり

県発注した工事の技術資料の履行確認結果において、「添付資料等で確認した結果、

履行されていないことを確認」との通知を受けた。（下記の場合を除く）

-1.0

過去1年度間及び今年度（公告日までの期間）のに県が総合評価方式によるり県発

注した工事の技術資料の履行確認結果において、配置技術者の死亡など、真にやむ

を得ない理由＊7により配置技術者を交代し、交代前の配置技術者と同等以上の技術

能力を確保できなかったたため「添付資料等で確認した結果、履行されていないこ

とを確認」との通知を受けた。

-0.5

上記に該当しない。 0

（ウ）に該当しない入札参加停止措置
＊１、＊２、＊３、＊８

カ（ア）に該当せず、過去２１年度間及び今年度（公告日までの期間）に「埼玉

県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱」に基づく入札参加停止措置を受けた。
-1.0

上記に該当しない。 0

２－１ 埼玉県総合評価方式活用ガイドラインの改定
改定内容③（企業の倫理や信頼性等に関する評価基準見直し）

次に改定内容③（企業の倫理や信頼性等に関する評価基準見直し）の説明となります
。

全ての評価基準の年数を過去２年度間から過去１年度間に年数を緩和いたしました。

平成２７年以降、過積載による法令違反、ディーゼル不適合車の使用による法令違反
、不正軽油の使用による法令違反により入札参加停止措置を受けた事例はありませ
ん。

また平成１８年度より運用を開始して以降、企業の倫理や信頼性等については、業界
より様々なご意見をいただいておりました。

過去の実績がないこと、業界の意見等を踏まえ、年数の緩和をいたしました。

次に、企業倫理や信頼性等の評価項目については評価項目が多いため、表記につい
て統合しました。

入札契約に関する不当な強要行為、過積載による法令違反、ディーゼル不適合車の
使用による法令違反、

不正軽油の使用による法令違反、死亡事故及び暴力団排除措置要綱に基づく入札参
加除外の項目をまとめております。

次に、総合評価の不履行についてです。

総合評価の不履行とは、入札時に宣言した評価項目に対し、

工事完了時に履行が確認されない評価項目について不履行とみなし、減点のペナル
ティーを科すものです。

工事に配置される技術者にも適用される評価項目であり、入札時に申請された技術者
が配置されない場合は、不履行となります。

死亡、病気など真にやむを得ない理由により、技術者を交代せざるを得なかった場合
、

建設業界での人手不足、働き方改革の中で、交代前と同等の技術者を配置できない
場合もあります。

このような場合は、不履行であることに変わりはないものの、減点を緩和し中間点を設
定しました。
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埼玉県彩の国埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

サ（ウ）若手技術者の配置

【令和６年度の改定】

監理技術者補佐は、上段（1.0点を加点する場合）の技術者に求める資格要件を満たし

ていることから、中段（0.5点）の評価基準から削除する。

評価項目 評価基準 配点

（ウ）若手技術者の配置 主任技術者又は監理技術者の資格要件※３を満たす35歳未満※４の若手技術者を、当該工事の主任技術
者、監理技術者（特例監理技術者を含む）、監理技術者補佐、現場代理人又は担当技術者※５に配置す
る。

1.0

35歳未満※４の若手技術者を監理技術者補佐、現場代理人又は担当技術者※５に配置する。 0.5

上記に該当しない。 0

２－１ 埼玉県総合評価方式活用ガイドラインの改定
改定内容④（若手技術者の配置に関する評価基準見直し）

次に改定内容④（若手技術者の配置に関する評価基準見直し）になります。

監理技術者補佐は、国家資格であります１級土木施工管理技士の１次試験合格者が
対象であり、

主任技術者の資格要件にも該当しますので、監理技術者補佐の文言を0.5点の評価
基準から削除いたしました。
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埼玉県彩の国埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

サ（オ）建設キャリアアップシステム（CCUS）活用工事の実施

【令和６年度の改定】

建設就業者の休日や賃金の確保等、処遇改善のために、働き方改革を進める中で、建設

技能者の技能や経験を蓄積し、処遇改善や現場管理を効率化する制度である建設キャリア

アップシステム（CCUS）の活用を評価するものである。

評価項目 評価基準 配点

（オ）建設キャリア
アップシステム
（CCUS）活用工事の
実施＊1

 当該工事において、建設キャリアアップシステム（CCUS)を活用する。 1.０

上記に該当しない。 0

＊１ 当該工事において、建設キャリアアップシステム（CCUS)を活用する場合に評価する。評価対象は、埼玉県県土整備部が定め
る「建設キャリアアップシステム（CCUS)活用工事」試行要領に基づき、①技能者登録((CCUS登録技能者数／技能者の総数)が
６０％以上）、②就業履歴情報登録全てを実施するものを評価する。

２－１ 埼玉県総合評価方式活用ガイドラインの改定
改定内容⑤（建設キャリアアップシステムに関する評価項目追加）

次に改定内容⑤（建設キャリアアップシステムに関する評価項目追加）についてになり
ます。

建設キャリアアップシステムとは、技能者の資格や現場での就業履歴等を登録・蓄積
することで

技能・経験が客観的に評価され、技能者の適切な処遇につなげる取組です。

建設業への入職者が減少する中で、システムの活用を評価し、取組の拡大を図るもの
です。
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埼玉県彩の国埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

ス（ウ）手持ち工事量

【令和６年度の改定】
企業の受注機会の拡大を図るため、実績重視型の手持ち工事量の配点を満点（2.0点）、

中間点（1.0点）に変更する。
また、技術提案型（A、B）、評価項目選択型及び土木型に手持ち工事量を追加する。

評価項目 評価基準 配点

（ウ）手持ち工事量＊

1,＊2,
 県発注工事（業種：○○＊3）の手持ち工事量比率＊40.5未満又は契約年度の受注が無い。

1.0
［2.0］＊5

 県発注工事（業種：○○＊3）の手持ち工事量比率＊40.5以上１未満。
0.5

[1.0] ＊5

 県発注工事（業種：○○＊3）の手持ち工事量比率＊4１以上又は契約年度の受注実績があり且
つ過去３年度間の受注が無い。

0
［0］＊5

※＊１ 本評価項目を設定する場合、ＪＶ入札又はＪＶ共同企業体または共同企業体混合入札においてはも設定適用できるものとする。しない。
＊２ 手持ち工事量は、コリンズデータに登録されている契約金額により集計する。
＊３ 発注者が必要に応じ業種を設定できるものとする。
＊４ 手持ち工事量比率＝（当該年度受注額）÷（過去３年度間受注額の平均）

当該年度受注額とは、発注年度の４月１日から本工事の公告日までに受注した工事の契約金額の合計とする。
企業単体の受注実績には、共同企業体としての実績も含むものとする。（共同企業体での受注実績は、その契約額を当該共同企業体
の出資比率により按分した額とする。）共同企業体の受注実績は当該共同企業体の実績であるため、各構成員個々の受注実績にはカウントしない。
共同企業体として当該工事入札に参加する場合の手持工事量比率の算出には、構成員の中で受注額が一番少ない企業の受注実績を採用する。
繰り越した工事の場合、契約年度に受注額を計上する。変更増減額も同様とする。
債務負担行為に基づく契約の場合、契約年度の受注額及び過去３年度間の平均受注額は、各年度の支払限度額を用いる。
毎年４、５、６月に公告する案件については、当該年度受注額は公告日の前年度の実績を評価対象とする。

＊５ [ ]は実績重視型に適用する。

２－１ 埼玉県総合評価方式活用ガイドラインの改定
改定内容⑥（手持ち工事量に関する評価基準の変更）

最後に、改定内容⑥（手持ち工事量に関する評価基準の変更）についてになります。

手持ち工事量は、工事の実績はあるものの、受注機会を逃している企業に対し加点を
することで、

受注機会の確保を増やすための評価項目です。

特定課題対策パッケージの実績重視型の評価項目としておりましたが、

より多くの企業が受注機会を確保できるよう配点を２点へ変更いたしました。

また手持ち工事量の評価項目を技術提案型、評価項目選択型、土木型へ拡大し、

大規模工事でも、より多くの企業に対し受注機会の確保を増やすよう、評価項目として
追加いたしました。

22



Page 23

終わりに

埼玉県彩の国埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

説明は以上となります。

総合評価方式活用ガイドラインに関する御質問は

埼玉県 建設管理課 技術管理担当

電話 048-830-5021

までお願いいたします。

本動画の説明は以上となります。

なお、総合評価方式活用ガイドラインに関するご質問につきましては、建設管理課技
術管理担当までお願いしたします。
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